
三木町告示第102号 

 

 三木町下水道条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和８年４月３日 

三木町長 伊藤 良春    

 

三木町規則第15号 

 

   三木町下水道条例施行規則の一部を改正する規則 

 

三木町下水道条例施行規則（平成28年三木町規則第29号）の一部を次のように改正する。 

第29条中「、使用料等の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書（様式第24号）

を提出しなければならない」を「下水道等使用料の減免を受けようとする者で、香川県広域水道企業

団使用量の認定に関する取扱要綱第５条第３項の通知を受けていない場合は、三木町下水道等使用料

減免申請書（様式第24号）を提出しなければならない」に改める。 

様式第24号を次のように改める。 

 



 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

 

 


